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表紙

報告機関用 ※1

※1 報告機関：病院、診療所、歯科診療所、助産所、薬局
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 本資料では、G-MIS画面の操作について以下①～④の構成で説明します。

②
③

④①

1. はじめに
1-3. 操作マニュアル構成説明

① 操作中の報告状況を示します。

② 操作中のG-MIS画面名を示します。

③ 操作中のG-MIS画面例を示します。

④ G-MIS画面の操作説明を示します。
番号の順番に従い、操作を行ってください。

※報告状況については、「4-1. 報告状況一覧」を
参照してください。



2-3. 定期報告の登録及び報告（1/30）

年に1回以上、病院等・薬局の機関情報をG-MISで報告
する必要があります。定期報告の案内メールを受領後、以
降の操作手順に沿って定期報告を行ってください。（定期
報告期間は原則1月～3月末までとなります）

① 病院等の場合は「医療機能情報提供制度」ボタン、薬
局の場合は「薬局機能情報提供制度」ボタンをクリック
し、本制度のホーム画面に遷移します。

※以降は「医療機能情報提供制度」の画面で説明します。
「薬局機能情報提供制度」も「かかりつけ医機能報告取込
手順」を除き同様の手順です。

※かかりつけ医機能報告が必要な報告機関については「医
療機能情報提供制度」の報告を実施前に「かかりつけ医機
能報告制度」の報告を実施ください。

ホーム画面（病院等）
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未報告 報告中 報告済 確認完了済

2. 定期報告（病院等・薬局機能情報の登録）
2-3. 定期報告の登録及び報告

ホーム画面（薬局）

①

①

※ 「かかりつけ医機能報告制度」の対象である病院・診療所のみ「かかりつけ医機能報告制度」のタイルが表示されます。



②
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② 「定期報告」ボタンをクリックすると、定期報告の入力開
始確認画面が表示されます。

【注意】
「定期報告」ボタンは定期報告期間中にクリック可能です。
それ以外の期間はクリック不可となります。
定期報告期間（1月～3月末）以外で定期報告を行うよう
指示されているにも関わらずボタンがクリック不可の状態の場合、
所管の自治体にお問い合わせ下さい。

③ 「OK」ボタンをクリックし、調査票入力画面に遷移します。

※「定期報告」以外の各ボタンについては、「2-3. 定期報
告の登録及び報告（30/30）」で補足説明します。

医療（薬局）機能情報提供制度ホーム画面

未報告 報告中 報告済 確認完了済

③

2-3. 定期報告の登録及び報告（2/30）
2. 定期報告（病院等・薬局機能情報の登録）
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⑪ 赤枠内の青字の「入力」ボタンをクリックし、報告項目を入力しま
す。
「入力」ボタンをクリックすると入力画面が表示されます。

※青字の「入力」ボタンは入力可能なボタンであり、グレー字の
「入力」ボタンは入力不可なボタンです。

また、入力可能な項目を登録することで、親子関係の子項
目の入力が可能となります。上から順に入力を進めていくとス
ムーズに報告できます。

「入力」ボタンを再度クリックすると再入力できます。

※入力画面には前回報告した内容が入力された状態になって
いますので、必要に応じて入力内容を変更して登録してください。

【注意】
親子関係の親項目を再登録すると、子項目の入力状況は「一
時保存」になる場合がありますので、併せて再登録してください。
例）
親項目：2.（1）診療内容、提供保健・医療・介護サービス
（対応することができる予防接種）
子項目：2.（1）診療内容、提供保健・医療・介護サービス
（対応することができる予防接種）詳細

調査票入力画面

未報告 報告中 報告済 確認完了済

2-3. 定期報告の登録及び報告（9/30）
2. 定期報告（病院等・薬局機能情報の登録）

⑪

注意
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調査票入力画面

補足

未報告 報告中 報告済 確認完了済

⑫

⑫ 各報告項目に入力して登録します。

【補足：選択ボタンの入力について】
選択ボタンの入力の際は、以下の点に留意して登録してくだ
さい。

• 選択するとボタンが青色で表示されます。

• 未選択のボタンは白色で表示されます。

• 青色のボタンを再度選択すると未選択となり、白
色で表示されます。

※ 選択ボタンはどちらか片方しか選択できません。

例）

例）

2-3. 定期報告の登録及び報告（11/30）
2. 定期報告（病院等・薬局機能情報の登録）
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⑬ 入力状況が全て「入力完了」になったことを確認します。

⑭ 「入力内容確認」ボタンをクリックして、報告確認画面に
遷移します。

調査票入力画面

未報告 報告中 報告済 確認完了済

2-3. 定期報告の登録及び報告（21/30）
2. 定期報告（病院等・薬局機能情報の登録）

⑭

⑬

【注意】
「入力内容確認」ボタンをクリックせずに「報告」ボタンをクリック
することも可能です。（⑭・⑮を実施せず、⑯を実施してくださ
い。）
入力内容を確認する際は「入力内容確認」ボタンをクリックす
ると、ブラウザ上で新規タブが起動し報告確認画面に遷移し
ます。
報告確認画面で登録した情報を確認完了し報告する際は、
既存タブに表示されている調査票入力画面に戻り、⑯にて
「報告」ボタンをクリックしてください。



補足 ⑮
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⑮ 調査票入力画面で登録した情報を確認します。

【補足：1つ前の報告内容について】
画面左側の「1つ前の報告内容」とは、本報告の直前の報
告情報を示し、前回の報告情報と比較することができます。

報告確認画面

未報告 報告中 報告済 確認完了済

2-3. 定期報告の登録及び報告（22/30）
2. 定期報告（病院等・薬局機能情報の登録）



⑰

⑯

補足
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⑯ 全ての入力状況が「入力完了」になっていることを確認し、「報
告」ボタンをクリックします。

⑰ 確認メッセージが表示されるため、「OK」ボタンをクリックし、機関
情報を報告します。

【補足：「報告」ボタンクリック時の注意喚起画面について】
以下の場合に「かかりつけ医機能報告取込」ボタンをクリックしていな
い旨の注意喚起画面が表示されます。本画面は「かかりつけ医機能
報告制度」の対象である病院・診療所のみ表示されます。
 「報告」ボタンクリック時点で「かかりつけ医機能報告取込」ボタン

をクリックしていない場合
 「かかりつけ医機能報告取込」ボタン押下後に、かかりつけ医機

能報告制度の取込対象データが更新されており、 「報告」ボタン
クリック時点で未取込の報告データがある場合

調査票入力画面

未報告 報告中 報告済 確認完了済

2-3. 定期報告の登録及び報告（26/30）
2. 定期報告（病院等・薬局機能情報の登録）

【注意】
「報告」ボタンの押し忘れが多発しております。
「報告」ボタンを押下するまでステータスは「報告中」のままと
なりますので、入力完了後は忘れずにクリックをお願いいたします。
なお、「入力状況」列がすべて「入力完了」となるまで「報告」ボタンは
活性化されず、押下できませんのでご留意ください。

⑰
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⑱ 報告申請後、登録完了のメッセージが表示され報告状
況が「報告済」に更新されます。

調査票入力画面

⑱

未報告 報告中 報告済 確認完了済

2-3. 定期報告の登録及び報告（27/30）
2. 定期報告（病院等・薬局機能情報の登録）
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【補足：「報告」ボタンクリック時のエラーについて】
報告時は以下によるエラーが発生する場合があります。

• 補足①：入力状況が全て「入力完了」ではない場合
報告状況が「報告済」に更新されず、エラーメッセージが表示され
ます。「未入力」「一時保存」となっている報告項目があれば、入
力内容を確認し登録してください。

• 補足②：他の担当者により情報が更新されている場合
複数名の担当者が同じ報告情報を操作し、「報告」ボタンをク
リックした場合や、報告情報を再登録した場合、先に行った操作
が優先され、エラーメッセージが表示される場合があります。
エラーメッセージが表示された場合、既に報告情報や報告状況
が更新されている可能性があるため、ブラウザの更新ボタンをクリッ
クして該当ページを再読み込みのうえ、報告情報・報告状況を
確認してください。

調査票入力画面

未報告 報告中 報告済 確認完了済

2-3. 定期報告の登録及び報告（28/30）
2. 定期報告（病院等・薬局機能情報の登録）

補足①

補足②
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【補足：報告済の報告情報について】
報告した情報の概要は本制度のホーム画面で確認すること
ができます。都道府県による報告情報の確認が完了すると、
確認完了日が登録され、報告状況が「確認完了済」になり
ます。

画面右側の「確認」ボタンをクリックすると、報告確認画面に
遷移します。報告確認画面では、報告情報の確認はできま
すが、報告申請はできません。
※画面は「2-3. 定期報告の登録及び報告（22/30）」
を参照してください。

報告申請を行う場合は、「定期報告」ボタンから調査票入
力画面に遷移して報告申請を行ってください。
※手順は「2-3. 定期報告の登録及び報告（2/30）」
以降を参照してください。

未報告 報告中 報告済 確認完了済

補足

医療（薬局）機能情報提供制度ホーム画面

2-3. 定期報告の登録及び報告（29/30）
2. 定期報告（病院等・薬局機能情報の登録）
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【補足：報告種別選択の各ボタンについて】
主な利用シーンとしては以下のとおりです。

新規報告

新しく病院等・薬局を開設し、新規報告する場合に使用します。
新規報告のステータスが確認完了済になると、ボタンはグレーアウ
トされ、使用不可になります。
また、新規報告のステータスが「確認完了済」になるまでは、定期
報告・随時報告・臨時休診（休業・閉店）ボタンはグレーアウト
され、使用できません。

定期報告
年に1回以上行う定期報告時に使用します。定期報告期間中
のみ使用可能になります。随時報告の途中で使用したい場合は、
随時報告を取消す必要があります。

随時報告
新規報告・定期報告以外のタイミングで、報告情報を修正する
場合に使用します。1年中使用できますが、定期報告の途中で
使用したい場合は、定期報告を取消す必要があります。

報告取消
報告中・再報告中または報告済・再報告済の報告情報を取消
す場合に使用します。取消した報告情報は復元することができま
せん。

臨時休診
休診日(休業・閉店)とする、または、外来受付(開店)時間を変
更する場合に使用します。
※本機能で登録される情報は臨時の情報であり、制度上の報
告には反映しません。

医療（薬局）機能情報提供制度ホーム画面

補足

2-3. 定期報告の登録及び報告（30/30）
2. 定期報告（病院等・薬局機能情報の登録）
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